
徳島県スポーツコミッションスポーツ合宿開催支援事業補助金交付要綱 
 

（目的） 
第１条 本県のスポーツ資源や観光資源を生かし、スポーツ合宿を誘致することにより、本県選手の競 

技力の向上や地域経済の活性化等に資するため、本県で開催されるスポーツ合宿に対する補助を予算 
の範囲内で行い、その開催を支援する。 

 
（補助対象事業） 
第２条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次のとおりとする。 

（１）徳島県内で実施するスポーツ合宿で、参加者が県内宿泊施設で延べ 20 泊以上宿泊するもの 
（２）徳島県スポーツコミッション会長（以下「会長」という。）が特に認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは対象外とする。 
 （１）営利を目的としているもの 
 （２）宗教活動又は政治活動を目的とするもの 

（３）国又は地方公共団体が主催するもの 
（４）開催日数が連続する 2 日以上でないもの 
（５）当該年度において、既にこの要綱による補助金の交付を受けている団体等が行うもの 
（６）徳島県又は徳島県の補助金等を原資とする団体からの助成を受けているもの 
（７）大会への参加を目的とするもの 

 
（補助対象となる団体等） 
第３条 補助の対象となる団体等（以下「補助対象者」という。）は、前条に定める補助事業を行う県

外の団体又は個人とする。 
 
（補助金の額） 
第４条 補助事業は、一般枠、競技力向上枠及びハイレベル交流枠のいずれかに区分することとし、こ

れに対する補助金の額は、別表１のとおりとする。 
なお、競技力向上枠及びハイレベル交流枠により事業を実施しようとする補助対象者は、別表２に

掲げる要件を満たすとともに、補助事業実施期間中に徳島県内のスポーツ推進や競技力向上に資する
交流事業又は指導事業等を実施しなければならない。 

 
（補助金の交付申請） 
第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、別表３に定める申請受付

期間内で補助事業を実施する３０日前までに補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を
添えて会長に提出しなければならない。ただし、会長が特に認める場合はこの限りでない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）その他会長が必要と認める書類 

 
（補助金の交付の決定） 

第６条 会長は、前条の補助金交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認められる場合には 



補助金の交付を決定するものとする。 

２ 会長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金交付申請に
係る事項につき修正を加えて、補助金の交付を決定するものとする。 

 
（補助金の交付の条件） 

第７条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付決定の条件とする。 
（１）補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合においては、会長の承認を受けるべ

きこと。 

（２）補助事業を中止する場合においては、会長の承認を受けるべきこと。 
（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、 

 速やかに会長に報告して、その指示を受けるべきこと。 
２ 会長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するた

めに必要な条件を付するものとする。 

３ 補助事業は、第１項第１号及び第２号の規定による会長の承認を受けようとする者は、あらかじめ
次に掲げる書類を会長に提出しなければならない。 

（１）補助事業（変更・中止）承認申請書（様式第３号） 
（２）事業計画（変更・中止）書（様式第４号） 

 
（決定通知） 
第８条 会長は、補助金の交付の決定をした場合は、その決定の内容及びこれに付した条件を申請した

者に通知するものとする。 
 

（事情変更による決定の取消し等） 
第９条 会長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生 

じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれ 

に付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分について 
は、この限りでない。 

２ 前条の規定は、前項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。 
 
（実績報告） 
第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して２０日を経過した日又は

補助金の交付の決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い期日までに実績報告書（様式第５号）
に次に掲げる書類を添えて、会長に報告しなければならない。 

（１）合宿実績報告書（様式第６号） 
（２）宿泊証明書（様式第７号） 
（３）その他会長が必要と認める書類 

 
（補助金の額の確定） 
第１１条 会長は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行



う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した
条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定
し、当該補助事業者に通知するものとする。 

 
（補助金の請求） 
第１２条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金請

求書（様式第８号）を会長に提出しなければならない。 
 
（補助金の支払） 
第１３条 会長は、前条の規定による補助金請求書を受理した後に、補助金を支払うものとする。 
 
（決定の取消し） 
第１４条 会長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交

付の決定の内容又はこれに付した条件に反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消
すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるも
のとする。 

３ 第８条の規定は、第１項の規定による取消しをした場合について準用する。 
 
（補助金の返還） 
第１５条 会長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分

に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 
 
（雑則） 
第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

附則 
 この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 
附則 

この要綱は、令和４年１月７日から施行する。 
 

附則 
 この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 
 
   附則 
 この要綱は、令和４年５月１日から施行する。 
 

附則 
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



附則 
 この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

 
附則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 
 
別表１ 

区分 内    容 
一般枠 １泊当たり単価 １,０００円 

１件当たり助成額の上限 ３００,０００円 
競技力向上枠 １泊当たり単価 ３,０００円 

１件当たり助成額の上限 ９００,０００円 
（高校・大学は３００,０００円とする） 

ハイレベル交流枠 会長が別に定める 
 
別表２ 

該当要件  １又は２に該当すること。 

１ 国民スポーツ大会実施競技であり、（１）～（３）のいずれかに該当すること。 
（１） 日本代表のチーム又は選手であること（年齢別を含む）。 
（２） 申請年度又は申請前年度に全国大会でベスト８以上を獲得したチーム又は選手（所属チー

ムを含む）であること。ただし、対象大会は、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選
手権大会、全国高等学校選抜大会、全日本大学（学生）選手権大会、全日本社会人選手権大
会、全日本実業団大会、国民スポーツ大会、日本選手権大会のほか、これに準ずる大会規模
で会長が適当と認めるものに限る。 

（３） プロスポーツ団体又は日本トップリーグ連携機構に所属する団体が主催するリーグに参加
するチーム若しくは選手であること。 

２ 会長が上記１に準ずると認めるチーム又は選手であること。 
 
別表３ 

申請受付期間 
区分 合宿開始（予定）時期 受付期間 
前期 ４月 1 日～9 月３０日 2 月 1 日～８月３１日 
後期 １０月１日～３月３１日 ８月１日～２月２８日 

 


